
固くなったネジの先にアイロンを 30 秒間当てて熱し、15 秒程冷ますとネジの回りがよくなる。

◆◆確定申告が始ります。「税の申告は正しくお早めに」確定申告が始ります。「税の申告は正しくお早めに」

　所得税・村県民税の申告期間（所得税の確定申告期間）　所得税・村県民税の申告期間（所得税の確定申告期間）
　2月 16日 ( 水 ) ～ 3月 15日 ( 火 )　2月 16日 ( 水 ) ～ 3月 15日 ( 火 )
≪受付場所・受付期間≫≪受付場所・受付期間≫

受付場所受付場所 宝珠山庁舎宝珠山庁舎 小石原庁舎小石原庁舎

受付期間受付期間
2月 16日 ( 水 ) ～ 3月 15日 ( 火 )2 月 16 日 ( 水 ) ～ 3月 15日 ( 火 )

（土・日曜日を除く。）（土・日曜日を除く。）
2月 16・23日、3月 2・9日2月 16・23日、3月 2・9日

（期間中の水曜日）（期間中の水曜日）

※宝珠山庁舎では、期間中は毎日（平日）受付を行いますが、小石原庁舎では、水曜日のみの受付とさ※宝珠山庁舎では、期間中は毎日（平日）受付を行いますが、小石原庁舎では、水曜日のみの受付とさ
　せて頂きますのでよろしくお願いします。　せて頂きますのでよろしくお願いします。
※交通事情等の理由により、水曜日以外の日に小石原庁舎での申告を希望される方は、事前にご連絡下※交通事情等の理由により、水曜日以外の日に小石原庁舎での申告を希望される方は、事前にご連絡下
　さい。（TEL72‐2311　総務課税務係）　さい。（TEL72‐2311　総務課税務係）

≪農業者申告相談会≫≪農業者申告相談会≫

場　　所場　　所 基幹集落センター 2階　研修室基幹集落センター 2階　研修室 １月 28日（金）　午後 2時～１月 28日（金）　午後 2時～

※税務署より農業所得の申告について説明がありますので、農業収入、経費がわかる資料等をご持参の※税務署より農業所得の申告について説明がありますので、農業収入、経費がわかる資料等をご持参の
　上、ご出席ください　上、ご出席ください

≪お知らせ≫≪お知らせ≫
今年は、甘木税務署職員による納税相談日はありません。今年は、甘木税務署職員による納税相談日はありません。
※所得税や消費税に関する詳しい相談等は甘木税務署 (TEL22-2720) までお願いいたします。※所得税や消費税に関する詳しい相談等は甘木税務署 (TEL22-2720) までお願いいたします。

所得税の確定申告所得税の確定申告
【申告が必要な人】【申告が必要な人】
●商業・工業・農業・医業などを営んでいる人●商業・工業・農業・医業などを営んでいる人
●家賃・地代・不動産売却などの所得がある人●家賃・地代・不動産売却などの所得がある人
　　平成 22年中の各種の所得金額の合計が基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・その　　平成 22年中の各種の所得金額の合計が基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・その
　他の所得控除の合計額を超える人は、必ず申告しなければなりません。　他の所得控除の合計額を超える人は、必ず申告しなければなりません。
●給与所得者●給与所得者
　　給与所得者は通常、年末調整で税金の精算が行われているので所得税の申告は必要ありませんが、　　　給与所得者は通常、年末調整で税金の精算が行われているので所得税の申告は必要ありませんが、　
　次のいずれかに該当する人は、申告が必要です。　次のいずれかに該当する人は、申告が必要です。
　① 給与・退職所得以外の所得の合計が 20万円を超える人　① 給与・退職所得以外の所得の合計が 20万円を超える人
　② 給与を２ケ所以上の事業所からもらっている人　② 給与を２ケ所以上の事業所からもらっている人
　③ 給与収入の年額が 2,000 万円を超える人　③ 給与収入の年額が 2,000 万円を超える人

村県民税・国保税の申告村県民税・国保税の申告
村県民税・国民健康保険税の申告書は、１月中旬に連絡員さんを通じて各世帯に配布します。村県民税・国民健康保険税の申告書は、１月中旬に連絡員さんを通じて各世帯に配布します。
【申告が必要な人】【申告が必要な人】
 　今年１月１日現在で、東峰村に住所があり（住民登録がない人でも東峰村に居住している人を含みま 　今年１月１日現在で、東峰村に住所があり（住民登録がない人でも東峰村に居住している人を含みま
　す）、次の要件に該当する人は、村県民税・国民健康保険税の申告をしなければなりません。　す）、次の要件に該当する人は、村県民税・国民健康保険税の申告をしなければなりません。
　① 給与所得者で、勤務先から役場へ「給与支払報告書」の提出がなかった人　① 給与所得者で、勤務先から役場へ「給与支払報告書」の提出がなかった人

総務課総務課
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アルミ鍋の焦げ付きは、卵の殻をスポンジにつけてこするとよくおちる。

　② 給与所得者で、給与以外の所得が 20万円以下で所得税の申告をしなくてよい人　② 給与所得者で、給与以外の所得が 20万円以下で所得税の申告をしなくてよい人
　③ 各種所得がある人で、所得税の確定申告をしなくてよい人　③ 各種所得がある人で、所得税の確定申告をしなくてよい人
【申告しなくてもよい人】【申告しなくてもよい人】
　① 所得税の確定申告をした人　① 所得税の確定申告をした人
　② 勤務先から東峰村役場へ「給与支払報告書」の提出があり、給与以外の所得がなかった人　② 勤務先から東峰村役場へ「給与支払報告書」の提出があり、給与以外の所得がなかった人
※所得がない人でも、国民健康保険に加入している人や介護保険の申請をする人、各種年金・児童手当・※所得がない人でも、国民健康保険に加入している人や介護保険の申請をする人、各種年金・児童手当・
母子医療などを受給している人は、その資格の判定や所得証明書の発行の資料となりますので「村県民母子医療などを受給している人は、その資格の判定や所得証明書の発行の資料となりますので「村県民
税・国民健康保険税申告書」を提出しなければなりません。税・国民健康保険税申告書」を提出しなければなりません。

申告や納税相談に必要なもの申告や納税相談に必要なもの
【所得税・村県民税・国保税】【所得税・村県民税・国保税】
●申告書…申告書の送付を受けている人は、その「申告書」。所得税の申告は「確定申告書」、村県民税・ ●申告書…申告書の送付を受けている人は、その「申告書」。所得税の申告は「確定申告書」、村県民税・ 
　国民健康保険税の申告は「村県民税申告書」　国民健康保険税の申告は「村県民税申告書」
●印鑑…口座振替希望者の方は、通帳とその印鑑●印鑑…口座振替希望者の方は、通帳とその印鑑
●源泉徴収票…給与や年金などのある人は「平成 22年分源泉徴収票」●源泉徴収票…給与や年金などのある人は「平成 22年分源泉徴収票」
●帳簿書類…事業所得、不動産所得、農業所得などがある人は「収入・仕入・必要経費などが分かる帳●帳簿書類…事業所得、不動産所得、農業所得などがある人は「収入・仕入・必要経費などが分かる帳
　簿書類」　簿書類」
●社会保険料・生命保険料・損害保険料の所得の控除を受ける人は「社会保険料や生命保険料などの証●社会保険料・生命保険料・損害保険料の所得の控除を受ける人は「社会保険料や生命保険料などの証
　明書」　明書」
●雑損控除を受ける人は「損害を受けた住宅・家財の証明書」●雑損控除を受ける人は「損害を受けた住宅・家財の証明書」
●医療費控除を受ける人は「支払った医療費の領収書と明細書・保険金などで補てんされる金額の明細●医療費控除を受ける人は「支払った医療費の領収書と明細書・保険金などで補てんされる金額の明細
　書」　書」
●寄付金控除を受ける人は「寄付の証明書」●寄付金控除を受ける人は「寄付の証明書」
【所得税】【所得税】
●配当、住宅借入金などの所得税額控除を受ける人は、建物の登記簿謄本などの「税額控除に必要な書類」●配当、住宅借入金などの所得税額控除を受ける人は、建物の登記簿謄本などの「税額控除に必要な書類」

　　所得税の還付申告所得税の還付申告
～こんなとき申告すれば納めた税金が戻ってきます～～こんなとき申告すれば納めた税金が戻ってきます～
　　給与所得者で確定申告をする必要のない人でも、次のような人は、確定申告をすると源泉徴収され所給与所得者で確定申告をする必要のない人でも、次のような人は、確定申告をすると源泉徴収され所
得税が戻る（還付される）ことがあります。得税が戻る（還付される）ことがあります。
【住宅ローンを利用してマイホームを取得したとき】【住宅ローンを利用してマイホームを取得したとき】
　住宅ローンを利用してマイホームを新築や購入、増改築したときは、一定の要件を満たせば入居した　住宅ローンを利用してマイホームを新築や購入、増改築したときは、一定の要件を満たせば入居した
年から最高 15年間の選択で、住宅借入金等特別控除を受けることができます。この控除を受けるには年から最高 15年間の選択で、住宅借入金等特別控除を受けることができます。この控除を受けるには
確定申告が必要です。確定申告が必要です。
●申告に必要なもの…住民票の写し、印鑑、還付金の振込口座（本人名義）、敷地等購入者は敷地等の登●申告に必要なもの…住民票の写し、印鑑、還付金の振込口座（本人名義）、敷地等購入者は敷地等の登
記簿謄（抄）本または敷地等の分譲にかかる契約書の写し、建物の登記簿謄（抄）本、売買（請負）契記簿謄（抄）本または敷地等の分譲にかかる契約書の写し、建物の登記簿謄（抄）本、売買（請負）契
約書の写し、住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書、源泉徴収票（給与所得者のみ）。また増改約書の写し、住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書、源泉徴収票（給与所得者のみ）。また増改
築の場合はこのほかに、建築確認通知書、検査済証の写し、または建築士が交付する増改築等工事証明築の場合はこのほかに、建築確認通知書、検査済証の写し、または建築士が交付する増改築等工事証明
書が必要です。書が必要です。
【平成 22年分の所得税から住宅ローン控除を引ききれなかったとき】【平成 22年分の所得税から住宅ローン控除を引ききれなかったとき】
　平成 11年から平成 18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控　平成 11年から平成 18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控
除しきれなかった額がある場合は、申告により、平成 23年度の住民税 ( 所得割 ) から控除ができます。除しきれなかった額がある場合は、申告により、平成 23年度の住民税 ( 所得割 ) から控除ができます。
平成 23年 1月 1日の時点でお住まいの市区町村へ「市町村民税道府県民税　住宅借入金等特別税額控平成 23年 1月 1日の時点でお住まいの市区町村へ「市町村民税道府県民税　住宅借入金等特別税額控
除申告書」の提出をお願いします。除申告書」の提出をお願いします。
【年間の医療費が 10万円または所得の５％を超えたとき】【年間の医療費が 10万円または所得の５％を超えたとき】
　家族の病気やけがなどで平成 22年中に支払った医療費が、10万円または所得の５％を超えると、医　家族の病気やけがなどで平成 22年中に支払った医療費が、10万円または所得の５％を超えると、医
療費控除を受けることができます。療費控除を受けることができます。
　この控除対象は、診療・治療・出産のための診察費や入院のほか、入院中の食事代、薬代、歯の治療代、　この控除対象は、診療・治療・出産のための診察費や入院のほか、入院中の食事代、薬代、歯の治療代、



お問い合わせは　　 　　　　　　　　　　　　　   
東峰村役場　宝珠山庁舎　総務課　（電話：72‐2311）まで

お問い合わせは　　 　　　　　　　　　　　　　   
東峰村役場　宝珠山庁舎　総務課　（電話：72‐2311）まで

◆◆所得税・消費税及び地方消費税・贈与税の申告所得税・消費税及び地方消費税・贈与税の申告

◎所得税の確定申告が必要な方◎所得税の確定申告が必要な方
　1. 事業所得・不動産所得等があり、所得の合計金額が所得控除の合計額を超える方　1. 事業所得・不動産所得等があり、所得の合計金額が所得控除の合計額を超える方
　2. 会社員（給与所得者）で、イ、ロ、ハに該当する場合　2. 会社員（給与所得者）で、イ、ロ、ハに該当する場合

イ 給与収入（年収）が２千万円を超える場合

ロ 給与所得と退職所得以外に 20万円を超える所得のある場合

ハ ２ヶ所以上からの給与がある場合

◎所得税の確定申告をすると税金が戻る場合のある方◎所得税の確定申告をすると税金が戻る場合のある方
　1. 源泉徴収された税金がある会社員で、イ、ロ、ハ、ニなどに該当する場合など　1. 源泉徴収された税金がある会社員で、イ、ロ、ハ、ニなどに該当する場合など

イ
ローンで家を購入した場合、及びローンで増・改築、バリアフリー・省エネ改修工事をし
た場合

ロ 多額の医療費がかかった場合

ハ 台風などの災害で家などが壊れたりした場合

二 昨年の中途で退職して、年末調整をしていない場合昨年の中途で退職して、年末調整をしていない場合

　　2. 源泉徴収された税金がある年金所得者2. 源泉徴収された税金がある年金所得者
◎贈与税の申告が必要な方◎贈与税の申告が必要な方
　1. 個人から年間に 110 万円を超える財産をもらった方　1. 個人から年間に 110 万円を超える財産をもらった方
　2. 相続時精算課税の適用を受けようとする方　2. 相続時精算課税の適用を受けようとする方
◎平成 22年分の申告書の提出と納期限について◎平成 22年分の申告書の提出と納期限について

所 得 税 ・ 贈 与 税所 得 税 ・ 贈 与 税   3 月 15 日（火）まで 3 月 15 日（火）まで

消費税及び地方消費税消費税及び地方消費税  3 月 31 日（木）まで 3 月 31 日（木）まで

◎振替納税ご利用の方の振替日◎振替納税ご利用の方の振替日

所 得 税所 得 税   4 月 22 日（金）まで 4 月 22 日（金）まで

消費税及び地方消費税消費税及び地方消費税  4 月 27 日（水）まで 4 月 27 日（水）まで

※振替日の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください※振替日の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください

総務課総務課

医師の処方に基づく治療費のためのマッサージや針代、成人のおむつ購入費（医師が発行する「おむつ医師の処方に基づく治療費のためのマッサージや針代、成人のおむつ購入費（医師が発行する「おむつ
使用証明書」が必要。ただし、要介護認定を受け２回目以降に医療費控除を受ける人は、いくつかの要使用証明書」が必要。ただし、要介護認定を受け２回目以降に医療費控除を受ける人は、いくつかの要
件を満たしていれば、役場住民福祉課が発行する書類でおむつ証明書に代えることができます。詳しく件を満たしていれば、役場住民福祉課が発行する書類でおむつ証明書に代えることができます。詳しく
は住民福祉課へおたずねください。）などで、このうち、社会保険から支給される療養費や生命保険会社は住民福祉課へおたずねください。）などで、このうち、社会保険から支給される療養費や生命保険会社
から支払われる入院給付金などを差し引いた自己負担額です。から支払われる入院給付金などを差し引いた自己負担額です。

＜税務署からのお知らせ＞＜税務署からのお知らせ＞
　　税務職員を装った「振り込め詐欺」が発生しています。ご不審な点があるときは、税務署まで電話等税務職員を装った「振り込め詐欺」が発生しています。ご不審な点があるときは、税務署まで電話等
でお問い合わせ下さい。でお問い合わせ下さい。
【問合せ先】【問合せ先】
■所 得 税・・・甘木税務署　TEL　22‐2720■所 得 税・・・甘木税務署　TEL　22‐2720
■村県民税・・・東峰村役場 総務課 税務係　TEL　72‐2311■村県民税・・・東峰村役場 総務課 税務係　TEL　72‐2311
■国民健康保険税・・・東峰村役場 住民福祉課 国民健康保険税係 TEL 74‐2311■国民健康保険税・・・東峰村役場 住民福祉課 国民健康保険税係 TEL 74‐2311

固くなったハムは、しばらく牛乳につけておくと柔らかくなる。

10
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お問い合わせは　　　　　　　　　　　　　東峰村役場小石原庁舎　住民福祉課（電話：74‐2311）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宝珠山庁舎　総合窓口　（電話：72‐2311）まで

◆◆福岡県介護保険広域連合朝倉支部嘱託員募集福岡県介護保険広域連合朝倉支部嘱託員募集    

　福岡県介護保険広域連合　福岡県介護保険広域連合朝倉支部では、朝倉支部では、嘱託員を募集します。募集要項は下記のとおりです。嘱託員を募集します。募集要項は下記のとおりです。
■募集人員：１名（選考方法　面接）■募集人員：１名（選考方法　面接）
■雇用時期：平成 23年４月１日～■雇用時期：平成 23年４月１日～
■応募資格：介護支援専門員（介護支援専門員証の取得）■応募資格：介護支援専門員（介護支援専門員証の取得）または看護師、保健または看護師、保健師のいずれか取得師のいずれか取得
　　　　　　（年齢は満 65歳まで）。　　　　　　（年齢は満 65歳まで）。
■通勤場所：主に東峰村■通勤場所：主に東峰村
■報　　酬：月額　200,000 円（社保・雇用保険加入）、通勤手当有■報　　酬：月額　200,000 円（社保・雇用保険加入）、通勤手当有
■提出書類：規定の履歴書（※申込用紙）、資格証明の写添付■提出書類：規定の履歴書（※申込用紙）、資格証明の写添付
　　　　　　（※申込用紙は朝倉支部、東峰村役場・住民福祉課に備付）　　　　　　（※申込用紙は朝倉支部、東峰村役場・住民福祉課に備付）
■面接時期：２月下旬予定■面接時期：２月下旬予定
■申込期限：平成 23年２月 10日（木）まで■申込期限：平成 23年２月 10日（木）まで
■提出先及び問合せ先：■提出先及び問合せ先：福岡県広域連合福岡県広域連合朝倉支部　（筑前町久光 951‐１）朝倉支部　（筑前町久光 951‐１）
　　　　　　　　　　　（筑前町めくばーる  健康福祉館内）　　　　　　　　　　　（筑前町めくばーる  健康福祉館内）　電話：21‐8021　電話：21‐8021

住民福祉住民福祉課課

お問い合わせは　　　　　　　　　　　　　
東峰村役場宝珠山庁舎　総合窓口　（電話：72‐2311）まで

◆◆日本年金機構　南福岡年金事務所からのお知らせ日本年金機構　南福岡年金事務所からのお知らせ　　

　　　　　～甘木・朝倉地区年金相談が事前予約制になります～ 　　　　　　　　～甘木・朝倉地区年金相談が事前予約制になります～ 　　　

　南福岡年金事務所が朝倉商工会議所で行っていた年金相談が、今年 1月から事前予約制になります。　南福岡年金事務所が朝倉商工会議所で行っていた年金相談が、今年 1月から事前予約制になります。

■受付業務：年金の記録・受給に関する相談、請求受付■受付業務：年金の記録・受給に関する相談、請求受付
■開設日：毎月第２・第４水曜日（祝日及び 12月 29日～１月３日は除く）■開設日：毎月第２・第４水曜日（祝日及び 12月 29日～１月３日は除く）
■相談時間：10時～ 15時（12時から 13時は昼休み）■相談時間：10時～ 15時（12時から 13時は昼休み）
■場　　所：朝倉商工会議所■場　　所：朝倉商工会議所
■事前予約：年金相談は事前予約制です。相談を希望する人は、必ず事前にお申し込みください。■事前予約：年金相談は事前予約制です。相談を希望する人は、必ず事前にお申し込みください。
■予約先：南福岡年金事務所（電話 092‐552‐6112 または 092‐552‐6118）■予約先：南福岡年金事務所（電話 092‐552‐6112 または 092‐552‐6118）
　※東峰村役場住民福祉課及び朝倉商工会議所では予約の受付はできません。また、相談会場へも電話　※東峰村役場住民福祉課及び朝倉商工会議所では予約の受付はできません。また、相談会場へも電話
　　はつながりませんのでお問い合わせなどは、すべて南福岡年金事務所へお願いします。　　はつながりませんのでお問い合わせなどは、すべて南福岡年金事務所へお願いします。
■その他：電話予約時に、相談するときに持参するものなどの確認を必ずして下さい。■その他：電話予約時に、相談するときに持参するものなどの確認を必ずして下さい。
　　　　　代理人が来られる場合は、委任状と代理人の本人確認をするための運転免許証・保険証など　　　　　代理人が来られる場合は、委任状と代理人の本人確認をするための運転免許証・保険証など
　　　　　を持参して下さい。　　　　　を持参して下さい。

住民福祉住民福祉課課

苦い薬を飲むときは、舌の上でしばらく氷を転がしてから飲むと苦味を感じない。

お問い合わせは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東峰村役場宝珠山庁舎　住民福祉課　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障害者福祉係（電話：72‐2311）まで

◆◆福祉タクシー料金助成事業について福祉タクシー料金助成事業について

○目　的：重度の心身障害者に対し、タクシー利用料金の一部を助成します。○目　的：重度の心身障害者に対し、タクシー利用料金の一部を助成します。
○対象者：療育手帳の程度が、Ａの者。○対象者：療育手帳の程度が、Ａの者。
　　　　　身体障害者手帳の等級が、１級又は２級の者。　　　　　身体障害者手帳の等級が、１級又は２級の者。
　　　　　精神障害者保健福祉手帳の等級が、１級又は２級の者。　　　　　精神障害者保健福祉手帳の等級が、１級又は２級の者。
○助成額：タクシー利用券を年間で最高２４枚交付し、１回の乗車につきタクシーの小型料金の○助成額：タクシー利用券を年間で最高２４枚交付し、１回の乗車につきタクシーの小型料金の
　　　　　基本料金を助成します。　　　　　基本料金を助成します。
    

住民福祉住民福祉課課
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顔のシミには水で溶かしたゼリーの素にレモン汁を２、３滴入れて飲むと効果的。

◆国民年金保険料の納め方について◆国民年金保険料の納め方について

☆保険料が安くなる！☆保険料が安くなる！

　　国民年金の第１号被保険者の月々の保険料は 15,100 円（平成 22年度）です。保険料の納付期限は翌国民年金の第１号被保険者の月々の保険料は 15,100 円（平成 22年度）です。保険料の納付期限は翌

月末（たとえば４月分は５月末まで）です。また、月末（たとえば４月分は５月末まで）です。また、保険料をまとめて前払い（前納）すると保険料がお保険料をまとめて前払い（前納）すると保険料がお
安くなります。安くなります。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

　口座振替前納のお申込は２月 28日（月）までに口座をお持ちの金融機関・南福岡年金事務所まで
お申込下さい。

☆納め方

　国民年金の保険料は、以下の方法で納められます。

　

住民福祉住民福祉課課

納付方法 １か月分（※１） ６か月分（※２） １年分（※３）

現金支払（月々） 15,100 円 90,600 円 181,200 円

前
      
納

現金支払
【割引額】

－
89,860 円
【740 円】

177,980 円
【3,220 円】

口座振替
【割引額】

15,050 円
【50円】

89,570 円
【1,030 円】

177,400 円
【3,800 円】

※１　 口座振替には１か月の前納制度（早割）があります。通常の振替日は翌月末ですが、当月 
　　末の振替にすると、月々の保険料が 50円お安くなります。

※２　６か月分の前納は、４月分から９月分までの保険料を当年４月末までに納め、10月分から
　　翌年３月分までの保険料を当年 10月末までに納めます。
　　　（口座振替の場合は、それぞれ４月末または 10月末に口座から引落しします。）

※３　１年分の前納は、４月分から翌年３月分までの保険料を当年４月末までに納めます。
　　　（口座振替の場合は、４月末に口座から引落しします。）

（注１）月末が休日の場合は、翌営業日が振替日又は納付期限となります。

（注２）現金払いの場合には、６か月、1年以外でも、ご希望月から翌年３月分までの前納も可能です。

★口座振替（手間がかからず、おすすめです）
　　口座振替で納めると納め忘れを防ぐことができます。
　　口座振替をご利用される方は、南福岡年金事務所または金融機関の窓口で手続きをお願いします。

★クレジットカード納付（継続支払）
　　クレジットカードによる納付を希望する場合は、年金事務所にお申込が必要です。詳しくは、
　南福岡年金事務所へお問い合わせ下さい。

★金融機関、郵便局、コンビニ窓口
　　事前にお送りする納付書で納めます。なお、お手元に納付書がないときは、南福岡年金事務所
　までご連絡ください。



お問い合わせは 　　　　　　　　　　　　　　　福岡労働局労働基準部賃金課（電話：092‐411‐4578）　
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。

◆特定◆特定（産業別）最低賃金改定のお知らせ（産業別）最低賃金改定のお知らせ

　福岡県特定（産業別）最低賃金が次のとおり改定されます。

最低賃金名 １時間 効力発生日

福岡県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
最低賃金

824 円

平成 22年12月10日

福岡県電子部品・デバイス・電子回路、電気機
械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

782円

福岡県輸送用機械器具製造業最低賃金 805円

福岡県百貨店、総合スーパー最低賃金（※１） 755円

福岡県自動車（新車）小売業最低賃金 797円

福岡県各種商品小売業最低賃金（※２） 710 円 平成14 年12月10日（※３）

※１※２　衣、食、住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれかが主たる 
　　　　販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者が常時 50人以上のものを百貨店、　
　　　　総合スーパー、従業員が常時 50人未満のものを各種商品小売業といいます。

※３　各種商品小売業最低賃金は、平成 15～ 21年の間金額が改定されていません。
　これらの特定（産業別）最低賃金に該当しない産業は、平成 22年 10 月 22 日から改定されています
福岡県最低賃金（１時間 692 円）が適用されます。

企画振興企画振興課課

ワイシャツを着る前に洗濯糊スプレーを襟元に吹き付けておくと、汗汚れが落ちやすくなる。

13

お問い合わせは　　 　　　　　　　　　　   　南福岡年金事務所（電話：092‐552‐6112）
東峰村役場　宝珠山庁舎　総合窓口（電話：72‐2311）まで

★インターネットや携帯電話
　　自宅から、インターネットなどを利用して、国民年金の保険料を納付できます。電子納付には 
　次の方法があります。 
　○ インターネットバンキングを利用した納付方法 
　　インターネットを利用して、払込手続きを行います。 
　○ モバイルバンキングを利用した納付方法 
　　携帯電話の i モード、Ezweb、Ｊ－スカイや電話のＬモードを利用して、払込手続きを行います。 
　○ ATMを利用した納付方法 
　　金融機関に設置されている ATMを利用して、払込手続きを行います。 
　○ テレフォンバンキングを利用した納付方法
　　電話の音声案内等を利用して、払込手続きを行います。 
・インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングをご利用いただく場合は、
　あらかじめ利用される金融機関と契約を結ぶ必要があります。契約方法については、ご利用にな
　る金融機関にお問い合わせください。 
・ご利用になる金融機関が電子納付の利用が可能か否かについては、金融機関にお問い合わせくだ
　さい。 
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東峰村小中一貫教育校
開設準備委員会　広報部会

編　

集

こげたトーストを冷蔵庫に入れておくと、イヤな臭いがとれる。

15（水）交通事故抑止住民決起大会

16（木）東峰村議会定例議会～ 17 日

18（土）美星保育所生活発表会

20（月）
知事要請活動　（環太平洋パートナー
シップ参加反対）

22（水）
・東峰村地域交通に関する提言書提出
・国保運営委員会

24（金）甘木・朝倉広域圏定例議会

27（月）ふるさと村取締役会

４（火）東峰村　成人式

９（日）消防出初式

11（火）
京浜市場への青果物販売促進
（トップセールス）　　　　～ 12 日

13（木）東峰村 21会議

14（金）介護保険朝倉支部運営委員会

15（土）朝倉地区人権・同和教育研究会

※村長の行動記録からいくつかを抜粋し紹介
　した ものです。



○○福岡県立柳福岡県立柳河特別支援学校視覚障河特別支援学校視覚障
　害　害教育部門幼稚部入学者募集及び教育部門幼稚部入学者募集及び
　　教育相談のお知らせ教育相談のお知らせ
■対象：両眼の視力がおおむね 0.3 未満。または、
　視力以外の視機能障害が高度で、拡大鏡等を使用
　しても通常の文字、図形等を読むことが困難な程
　度の人。原則県内に在住の方。
　平成 19年４月２日～平成 20年４月１日生まれ。
　（編入学の場合）
　平成 19年４月２日～平成 20年４月１日生まれ。
■募集期間：１月 31日（月）～２月 10日（木）
■受付時間：９:00 ～ 16：00
■検査日：３月４日（金）　受付　９:00
　　　　　検査　９:30 ～ 12:00
■問合せ先：福岡県立柳河特別支援学校
　〒 832‐0823　柳川市三橋町今古賀 170
　電話：0944‐73‐2263（担当職員　井上和孝）
    FAX：0944‐73‐6291

○○県立久留米高等技術専門校 県立久留米高等技術専門校 生徒生徒募集募集
■訓練科名：建築科（２回目募集）
■募集締切：２月 25日（金）まで
■選考日：３月 11日（金）
■応募資格：平成 23年３月卒業予定者（中学・高校・
　　　　　短大・大学）、中学校卒業後の未就職者
　　　　　および離転職者。
■訓練期間：平成23年４月～平成24年３月（１ヶ年間）
■経費：授業料は無料です。但し、教科書代等の経
　　　　として約６万円程度が必要です。
■問合せ先：〒 839‐0861　久留米市合川町 1786‐2
 　電話：0942‐32‐8795　FAX：0942‐32‐8793

○○県立久留米高等技術専門校県立久留米高等技術専門校訓練生訓練生募集募集
■訓練科名：パソコン初級科5（３ヶ月課程：定員25名）
■応募資格：離転職者等で転職・再就職を希望する人
■募集期間：12月 20日（月）～ 1月 25日（火）
■試験日：２月４日（金）
■試験会場：福岡県立久留米高等技術専門校
■選考方法：筆記試験、面接
■経費：受験料及び授業料は無料（ただし、入校時
　　　　に教科書代等の経費が必要です。）

■応募書類：入校願書〔用紙は本人住所管轄の公共
　　　　　職業安定所（ハローワーク）にあります〕
■問合せ先：福岡県立久留米高等技術専門校
　　　　　　電話：0942‐32‐8795

○○新卒者緊急就職応援事業について新卒者緊急就職応援事業について
　平成 20 年３月以降の既卒者でいまだ就職をして　平成 20 年３月以降の既卒者でいまだ就職をして
いない方を対象に、福岡県では、委託事業者（人材いない方を対象に、福岡県では、委託事業者（人材
派遣会社：７事業者）を通して、２カ月間の体験雇派遣会社：７事業者）を通して、２カ月間の体験雇
用を実施し、体験先企業や同種企業への就職を支援用を実施し、体験先企業や同種企業への就職を支援
します。します。
　就職が決まらなかった場合は、若者しごとサポー　就職が決まらなかった場合は、若者しごとサポー
トセンターが、就職を支援します。トセンターが、就職を支援します。
■対象者：平成 20 年３月以降に、大学、高校等を■対象者：平成 20 年３月以降に、大学、高校等を
　　　　　卒業し、現在未就職の方　　　　　卒業し、現在未就職の方
■募集人員：1,000 名■募集人員：1,000 名
■事業内容：体験雇用期間は２カ月間■事業内容：体験雇用期間は２カ月間
■給与等：大卒等　月額 18万円程度■給与等：大卒等　月額 18万円程度
　　　　　高卒等　月額 14万円程度　　　　　高卒等　月額 14万円程度
■実施期間：平成 22年 11月末～平成 23年３月末■実施期間：平成 22年 11月末～平成 23年３月末

※詳細は福岡県のホームページをご覧下さい。※詳細は福岡県のホームページをご覧下さい。
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/shinsoutu-ouen.htmlhttp://www.pref.fukuoka.lg.jp/shinsoutu-ouen.html
※体験雇用希望者は直接委託事業者へ申込下さい。※体験雇用希望者は直接委託事業者へ申込下さい。

○○新生活産業  合同会社説明会新生活産業  合同会社説明会
　　ライフスタイルの変化に伴いニーズが増大していライフスタイルの変化に伴いニーズが増大してい
る個人・家庭向けサービス分野。その分野の企業をる個人・家庭向けサービス分野。その分野の企業を
中心とした、24 社が一同に会した合同会社説明会中心とした、24 社が一同に会した合同会社説明会
です。ぜひご参加ください。です。ぜひご参加ください。
※入場無料、予約不要、入退場自由、履歴書不要※入場無料、予約不要、入退場自由、履歴書不要
■日時：２月３日（木）13:00 ～ 16:30■日時：２月３日（木）13:00 ～ 16:30
　　　　　　　　　　（受付 16:00 まで）　　　　　　　　　　（受付 16:00 まで）
■場所：天神ビル 11階　10号会議室■場所：天神ビル 11階　10号会議室
　　　　（福岡市中央区天神２－１２－１）　　　　（福岡市中央区天神２－１２－１）
■対象：求職者および平成 23年３月卒業予定者■対象：求職者および平成 23年３月卒業予定者
■主催：福岡県、社団法人福岡県雇用対策協会■主催：福岡県、社団法人福岡県雇用対策協会
■問合せ先：福岡県新生活産業就職支援事業事務局■問合せ先：福岡県新生活産業就職支援事業事務局
　　　　　　電話　092‐517‐3701　　　　　　電話　092‐517‐3701
■新生活産業の９分野：高齢者ケア、子育て、障が■新生活産業の９分野：高齢者ケア、子育て、障が
　い者福祉、健康・安心、社会人向け教育、くらし・　い者福祉、健康・安心、社会人向け教育、くらし・
　べんり、二次住宅関連、専門知識、新環境　べんり、二次住宅関連、専門知識、新環境

○○ねこの飼い方講習会ねこの飼い方講習会
■開催日時：２月 17日（木）13:30 ～ 15:30
　　　　　　※受付 13：00～
■開催場所：福岡県朝倉総合庁舎  １階  第３会議室
　　　　　　朝倉市甘木 2014‐1 
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■対 象 者：ねこを飼っている方、これからねこを
　　　　　　飼いたい方、ねこのことをもっと知り
　　　　　　たい方など
■主な内容：講義「ねこのかかりやすい病気」
　　　　　　　　  「ねこが幸せに暮らせる飼い方」
                  　　　  「ねこを巡る今の現状」
■申し込み方法：事前に下記まで電話で申し込みを
　　　　　　　　してください
　福岡県北筑後保健福祉環境事務所　保健衛生課　
　電話：22‐2741
■定　員：20人
■申込み開始日：２月７日（月）～

○○トラブル解決 !!トラブル解決 !!
　裁判所の　裁判所の民民事調停事調停

　お　お金の貸し借り、雇用関係、ご近所とのトラブル、金の貸し借り、雇用関係、ご近所とのトラブル、
交通事故の損害の問題など、身近に起こった争いを交通事故の損害の問題など、身近に起こった争いを
話し合いで円満に解決するために、民事調停という話し合いで円満に解決するために、民事調停という
制度があるのをご存じですか？制度があるのをご存じですか？
　　　　民事調停の特徴民事調停の特徴
①手続が簡単①手続が簡単
　特別な法律知識は必要なく、ご本人でも申し立て　特別な法律知識は必要なく、ご本人でも申し立て
　ることができます。　ることができます。
②円満な解決ができる②円満な解決ができる
　双方が納得するまで話し合うことが基本となりま　双方が納得するまで話し合うことが基本となりま
　すので、実情に即した円満な解決ができます。　すので、実情に即した円満な解決ができます。
③費用が安い③費用が安い
　裁判所に納める手数料は訴訟に比べて安くなって　裁判所に納める手数料は訴訟に比べて安くなって
　います。例えば、貸したお金 10万円の返済を求め　います。例えば、貸したお金 10万円の返済を求め
　る調停を申し立てた場合、手数料は 500 円です（こ　る調停を申し立てた場合、手数料は 500 円です（こ
　のほか、若干の郵便切手が必要です）。　のほか、若干の郵便切手が必要です）。
④秘密が守られる④秘密が守られる
　調停は非公開で行われ、他人に知られたくないこ　調停は非公開で行われ、他人に知られたくないこ
　とも安心して話すことができます。　とも安心して話すことができます。
⑤早く解決できる⑤早く解決できる
　ポイントを絞って話合いをしますので、解決まで　ポイントを絞って話合いをしますので、解決まで
　の時間は比較的短くてすみます。通常、調停が成　の時間は比較的短くてすみます。通常、調停が成
　立するまで２、３回の調停期日が開かれ、調停成　立するまで２、３回の調停期日が開かれ、調停成
　立などで解決した事件の 90％が３か月以内に終了　立などで解決した事件の 90％が３か月以内に終了
　しています。　しています。
※甘木簡易裁判所調停係では、手続の概要や申立の※甘木簡易裁判所調停係では、手続の概要や申立の
　方法などの説明を行っていますので、お気軽に御　方法などの説明を行っていますので、お気軽に御
　相談ください。　相談ください。
■問合せ先：朝倉市菩提寺 571■問合せ先：朝倉市菩提寺 571
　　　　　　甘木簡易裁判所調停係　　　　　　甘木簡易裁判所調停係
　　　　　　代表：22‐2113　　　　　　代表：22‐2113

○調停協会心配事相談会○調停協会心配事相談会
■日時：２月４日（金）10:00 ～ 15:00
■場所：甘木・朝倉市町村会館　１階　会議室
　　　　朝倉市甘木 873‐３
■主催：甘木調停協会
■相談内容：家庭内・親族間問題、多重債務・近隣
　　　　　　紛争など
■その他：無料・予約不要
■問合せ先：甘木調停協会（甘木簡易裁判所内）
　　　　　　電話：22‐2113

○○子どもの子どもの教育費等に関する法律相談教育費等に関する法律相談
　福岡県母子家庭等就業・自立支援センターでは、母
子家庭の養育費や金銭の貸借問題などの生活上の問
題に関する弁護士による無料法律相談を下記のとおり
実施しています。
１．昼間の相談

日 　　程 時　　　間

２月２日（水）
13:00 ～15:00

３月２日（水）

２．夜間の相談

日 　　程 時　　　間

１月26日（水）

18:30 ～20:30

２月  ９日（水）

２月23日（水）

３月  ９日（水）

３月23日（水）

■場所：春日市原町３丁目１番７号
　　　   クローバープラザ東棟　６階
　　　   福岡県母子家庭等就業・自立支援センター
　　　　（福岡県母子寡婦福祉連合会　事務局内）
■相談希望者は、相談日前日までに福岡県母子寡婦福
　祉連合会に予約をしてください。
　（先着順受付　１日４人、１人当りの相談時間は約
　 30 分です。）
■予約電話：092‐584‐3922（平日9:00 ～17:00）

○母子家庭のお母さんの就労支援○母子家庭のお母さんの就労支援
　当センターでは、町村在住の母子家庭の母さん（児
童扶養手当受給者）を対象にハローワークと連携し
て就労を支援する事業を実施しています。
　支援を希望される方は、下記までご連絡下さい。
　なお、面接は対象者が居住されている町村役場で
実施します。
■問合せ先：福岡県母子家庭等就業・自立支援センター
　　　　　　電話：092‐584‐3931

相　談



○○養育費の養育費の電話電話相談相談業務について業務について
　当センターでは、母子家庭のお母さん又は離婚協
議中の方を対象に教育費の電話相談業務を実施して
います。相談を希望される方は、下記までご連絡下
さい。なお、受付時間は平日の午前９時～午後４時
までです。
■問合せ先：福岡県母子家庭等就業・自立支援センター
　　　　　　電話：092‐584‐3931

○○福岡法務局朝倉支局  無料法律相談福岡法務局朝倉支局  無料法律相談
　福岡法務局朝倉支局において、弁護士による法律
相談を実施します。相談は無料で、秘密は固く守ら
れます。
■日時：２月 17日（木）13:00 ～ 16:00
■場所：福岡法務局朝倉支局１階相談室
　　　　　朝倉市菩提寺 480‐6
■相談時間：１人 30分
■定員：６人　※申込先着順
■申込方法：電話により予約（8:30 ～ 17:15）
　　　※資力基準を満たす人を対象としますので、
　　　申込時に収入などをお尋ねします。
■問合せ先：福岡法務局朝倉支局
　 電話：22‐2455　FAX：22‐0676

○○司法書士による司法書士による
　「賃貸住宅トラブル電話相談会」　「賃貸住宅トラブル電話相談会」　
　賃料、敷金、修繕、解約、明け渡しなど、民間住
宅の賃貸借をめぐるトラブルについて、司法書士が
電話で相談に応じます。　
■時間：２月 27日（日）10:00 ～ 16:00
■方法：電話相談（無料）
　　　　相談電話番号　092‐722‐4131
■主催：福岡県司法書士会

○○その悩みその悩み、一度相談されませんか、一度相談されませんか
～教育相談のお知らせ～～教育相談のお知らせ～

　甘木・朝倉広域圏総合教育センターでは、専門の
先生がどんな教育相談にも応じています。月曜日か
ら金曜日までは、電話による相談及び面接相談をし
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お知らせ

ています。また、メインアドバイザーによる面接相
談もできます。お気軽にご相談ください。
■日時：電話相談及び面接相談
　　　　月曜日～金曜日　9:00 ～ 16:30
　　　　メインアドバイザーによる面接相談
　　　　※事前に予約が必要です。
　　　相談希望日時を調整し面談日を決定します。
■場所：甘木・朝倉市町村会館
　　　　甘木・朝倉広域圏総合教育センター内
　　　　電話：22‐3399　FAX：22‐3399
※ご希望の方は、事前に電話でお申込み下さい。

○○里親シンポジウム里親シンポジウム
　事情があって家庭で生活できない子どもを、自分　事情があって家庭で生活できない子どもを、自分
の家庭に迎え入れ養育する「里親」の制度について、の家庭に迎え入れ養育する「里親」の制度について、
考えてみませんか。 考えてみませんか。 
■日時：１月 31日（月）13:30 ～ 16:30■日時：１月 31日（月）13:30 ～ 16:30
■場所：ユメニティのおがた（直方市山部）■場所：ユメニティのおがた（直方市山部）
■内容：■内容：青山学院大学教授　庄司順一さんによる講演青山学院大学教授　庄司順一さんによる講演
　　　　「里親の体験談など」　　　　「里親の体験談など」
■定員：200 人　■定員：200 人　
　　　　参加無料、申込不要、託児あり（要予約）　　　　参加無料、申込不要、託児あり（要予約）
■問い合せ：福岡県児童家庭課　■問い合せ：福岡県児童家庭課　
　　　　　　電話 092‐643‐3256　（HPあり）　　　　　　電話 092‐643‐3256　（HPあり）

○○ふくおか “きずな ”フェスティバル 20ふくおか “きずな ”フェスティバル 201010
　（財）福岡県地域福祉財団では、「共に支え合い、
共に生きる地域社会の啓発・促進」を基本理念に、
すべての人が参加でき、楽しみ、ボランティアにつ
いて学んでいただける「ふくおか “ きずな ” フェス
ティバル 2010」を開催します。
■開催日時：２月 20日（日）10:00 ～ 15:30
■会場：クローバープラザ（春日市原町３- １- ７）
■内容：ボランティアや子育てに関する講演をはじ
　　　　め、ボランティア活動別分科会、親子で楽
　　　　しめるイベント、また、食バザーや障害児
　　　　者自立支援施設授産品フェアなど多彩なイ
　　　　ベントが行われ、いずれも入場は無料です。
■問合せ先：福岡県地域福祉財団・振興課
　　　　　　電話：092‐582‐2396

前月比
人口 2,581 +1 人口 89,935         　-67
男 1,201 +1 男 42,470 -32
女 1,380   0 女 47,465 -35

世帯数   930 +1 世帯数 31,142 +9
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在宅医表 （1 ･ 2 月）
甘
木
朝
倉
在
宅
当
番
医
表

当 番 日 病 医 院 名 所 在 地 T E L 病 医 院 名 所 在 地 T E L
23 日（日） なかしま小児科内科医院 筑前 42-2171 香月病院・外科系 下浦 22-6121

30 日（日） 久保山脳神経外科医院 柿原 24-1711 田中内科医院 本町 22-3715

６日（日） 杉山診療所 安川 25-0010 稲永病院・内科系 筑前 22-0288

11 日（金） 福嶋外科小児科医院 四重 22-2565 火野坂医院 筑前 42-2016

13 日（日） 甘木第一クリニック 頓田 24-5151 太刀洗病院・内科系 筑前 22-2561

 20 日（日） 原野外科医院 筑前 22-4578 宮野診療所 朝倉 52-3011

休日夜間急患センタ－内科･外科･小児科（医師会病院内）23-0077

日
田
地
区
在
宅
当
番
医

当 番 日 内　　科 　（市外局番：0973） 外　　科 　（市外局番：0973）
23 日（木） 下飛田小児科 中央 1 24-1148 秋吉病院 豆田町 23-0808

26 日（日） 日野内科 天神町 23-6009 大河原病院 隈２ 22-3131

30 日（木） 松浦クリニック 中央 1 24-4155 原病院 三本松 22-7151

31 日（金） 福田医院 清岸寺 22-1648 城谷病院 元町 23-6115

  1 日（土） 聖陵花月クリニック 清水町 27-5050 五反田胃腸科外科病院 若宮町 23-8386

 2 日（日）
こじかこどもクリニック 渡里 28-8771

堀田クリニック 新治町 22-2662
若宮病院 南元町 22-7171

  3 日（月）桂林胃腸科循環器科病院 城町 22-1231 秋吉医院 豆田町 23-0808

  9 日（日） 麻生小児科医院 淡窓 2 24-2323 大河原病院 隈２ 22-3131

10 日（月） 坂東小児科 誠和町 22-3300 原病院 三本松 22-7151

16 日（日） 隈診療所 隈 1 22-0033 城谷病院 元町 23-6115
※注意事項　1．診療時間は午前 9時から午後 5時までです。2．急患に限ります。3．往診はしません。
※救急指定病院　○日田中央病院  TEL23-3181　　　 　　○聖陵岩里病院  TEL22-1600
　　　　　　　　○一ノ宮脳神経外科病院  TEL24-6270　 ○済生会日田病院 TEL24-1100
※問い合わせ先　日田市役所　TEL23-3111( 午後 5時以降は TEL23-0099）
※　　　　　（色つき枠）は外科担当の病院になります。

村の行事 （1/18 ～ 2/21）
月　日 曜日 行　事　予　定 場 所・時 間・備 考
１月 18 日 火 中学校体験入学・保護者説明会（６年生） 東峰中学校

１月 28 日 金 農業者申告相談会 宝珠山基幹集落センター２階　14：00 ～

２月 10 日 木 ２分の１成人式（宝珠山小・小石原小合同）いずみ館

２月 13 日 日 早春ウォーキング 筑前岩屋駅～大行司駅　８:30 ～11:00 受付

２月 16 日 水
・確定申告受付（３月 15 日まで）
・乳幼児検診
・メンタルヘルス講演会

・東峰村役場
・いずみ館　13:30 ～ 15:00
・宝珠山基幹集落センター　19:30 ～

２月 21 日 月 わくわくヘルスアップ教室 いずみ館　13:30 ～15:00

キ
リ
ト
リ

今
月
の
納
税

●税目　国民健康保険税　第７期
　　　　村県民税　　　　第４期
●納期限　　　　　１月 31 日（火）
●口座振替日　　　１月 25 日（月）

東峰村ごみ収集量（平成 22年 12月分）（kg）
種　　別 当月分 前月分 増減
可燃ごみ 35,400 36,100 ▲ 700

資源ごみ 7,450 4,930 2,520

粗大ごみ 990 1,020 ▲ 30

合　　計 43,840 42,050 1,790
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保健師の健康講座
最近のワクチン情報を知ろう！

今
月

の
担当
は国松

で
す

ワクチン名 対象者 接種回数

子宮頸がん予防ワクチン

【平成 22年度】　
平成６年４月２日～平成７年４月１
日生まれの女子
【平成 23年度】
中学１年生～高校１年生年齢相当の
女子

初回、１ヶ月後及
び６ヶ月後の間隔
で３回。

インフルエンザ菌ｂ型
（Hib）ワクチン 満２ヶ月～４歳

１～４回
※開始月・年齢で
異なります。小児用肺炎球菌ワクチン

　　子宮頸がん予防ワクチンとインフルエンザ菌ｂ型（Hib）ワクチン、
　　　　　　　　　小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用公費助成のご案内！

　平成 23年１月から子宮頸がん予防ワクチンとインフルエンザ菌ｂ型（Hib）ワクチン、小児用肺炎球菌
ワクチン費用の公費助成がスタートしました。概要は次の通りです。

＜ワクチン別の対象者・接種回数＞

＜接種費用個人負担金＞
 　無料（全額公費負担します）
＜接種会場＞
 　朝倉医師会指定医療機関
　対象の方には個人通知をしていますので、ご覧ください。
　※本接種はあくまでも任意接種であり、東峰村として接種を勧奨するものではありません。

接種と費用の公費助成に関するお問い合わせ先：
東峰村役場　小石原庁舎　住民福祉課　74‐2311

～メンタルヘルス講演会のお知らせ～

あなたは最近よく眠れていますか？あなたの大事な人はお元気ですか？
「睡眠」や「うつ」から考えるココロと身体の健康の講演会を行います。あなたとあなたの身近な人の
元気のためにご参加お待ちしています。
◆と　き：２月 16日（水）　午後７時 30分～午後９時
◆ところ：宝珠山基幹集落センター　２階　研修室
◆講　師：久留米大学精神神経科　教授　内村　直尚氏
◆参加料：無料
◆たとえばこんな方ご参加お待ちしています。
　　・いくら寝ても疲れがとれない気がする・・・
　　・夫・妻、子どもが誰とも話したがらない・・
　　・職場の同僚・部下が落ち込み、なかなか仕事にならない・・

主催：東峰村役場　住民福祉課　74‐2311



最後の持久走大会

12月３日（木）小石原小学校

12月10日（木）宝珠山小学校
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